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１．構想策定にあたって 

 

1.1 汚水処理施設整備構想とは 

汚水処理施設整備構想とは、汚水処理施設の整備について、地域特性を考慮し効率的かつ

効果的に進めていくために、公共下水道、集落排水施設、浄化槽等の汚水処理施設について

整備区域や整備手法、整備目標等を定めるもので、汚水処理施設整備の基本方針となるもの

です。 

 

1.2 構想策定の趣旨 

国の通達により、都道府県汚水処理施設整備構想を策定することとなっており、山口県に

おいて、平成10年5月に山口県汚水処理施設整備構想が策定されました。その後、図1-1(P.2)

に示すとおり、概ね5年ごとに見直しを行っています。 

これを受けて本市では、平成19年10月に山口市汚水処理施設整備構想を策定し、以降、概

ね5年ごとに見直しを行い､これまでに公共下水道（特環含む）､集落排水事業（農集･漁集）、

合併処理浄化槽の汚水処理施設整備に取り組んできました。 

一方、近年の社会情勢・経済情勢の変化により、汚水処理施設整備を取り巻く環境は非常

に厳しいものになってきています。 

このような環境の下、近年の社会情勢・経済情勢に柔軟に対応した汚水処理施設整備を推

進するため、平成26年1月に汚水処理を所管する３省（国土交通省・農林水産省・環境省）が

「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」（以下「策定マニ

ュアル」という。）を策定しており、その中で、汚水処理施設整備の早期概成が求められて

います。 

これを受け、山口県では、この構想の短期目標として令和8年度末までに下水道整備進捗率

を県全体で95％以上（山口市は94.2％以上）にすることを目指しています。 

さらに、山口県内の自治体においては、早期概成に向けた対応として、下水道全体計画区

域の見直し（縮小）に整備方針の転換を行っているところもあります。 

そのような状況の中、本市では、現行の全体計画区域における概成（整備完了）を目指し、

全体計画区域内の未整備区域について、整備状況を見ながら、事業計画区域の拡大を検討し

つつ、国や県が示す概成に向けて整備を進めています。 

今回は、平成30年3月に策定した山口市汚水処理施設整備構想を踏まえつつ、国の策定マニ

ュアル及び山口県の示す策定方針に基づき、汚水処理施設整備の早期概成を目指すため、汚

水処理施設整備構想の見直しを行うものです。 

なお、本構想は山口県が令和4年度末に策定する山口県汚水処理施設整備構想に反映される

こととなります。 

 

  



- 2 - 

 

 

汚水処理施設整備構想の経緯（山口県・山口市） 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 汚水処理施設整備構想見直しの経緯 

 

1.3 構想の位置付け 

「第二次山口市総合計画」（以下「市総合計画」という。）の部門計画として位置付け、本

市全域における汚水処理施設整備の指針とし、他の関連計画との整合を図ります。 

 

  

山口県汚水処理施設整備構想策定（第 1回）：平成 10年 5月 

山口県汚水処理施設整備構想策定の見直し（第 2回）：平成 16年 10月 

山口市汚水処理施設整備構想策定（第 1回）：平成 19年 10月 

山口県汚水処理施設整備構想策定の見直し（第 3回）：平成 23年 3月 
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２.汚水処理施設の現状 

2.1 汚水処理施設整備事業の種類 

汚水処理施設整備を進めるために、以下のような事業があります。 

本市では、これらの事業のうち、「公共下水道事業」「特定環境保全公共下水道事業」「農業集

落排水事業」「漁業集落環境整備事業」「浄化槽設置整備事業」を実施しています。 

 

 

図 2-1 処理施設と事業の種類 
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2.2 本市の汚水処理施設の現状 

本市の汚水処理人口普及率は、表 2-1 に示すとおり、令和 3 年度末で 94.8％（公共下水道

68.1％、集落排水 4.8%、合併処理浄化槽 22.0％）となっています。 

また、汚水処理人口普及率の推移については、表 2-2（P.5）に示すとおりです。 

 

表 2-1 汚水処理人口及び普及率（令和 3年度末） 

整備手法 処理人口 普及率 

集合処理 

公共下水道事業 128,281 人 68.1% 

集落排水事業 8,948 人 4.7% 

小計 137,229 人 72.8% 

個別処理 合併処理浄化槽事業 41,502 人 22.0% 

整備済計（※汚水処理人口普及率） 178,731 人 94.8% 

未整備 9,705 人 5.2% 

合計 188,436 人 100.0% 

   ※普及率＝処理人口／行政人口×100 

   公共下水道事業に特定環境保全公共下水道事業を含む 

   集落排水事業は農業集落排水事業と漁業集落環境整備事業 

 

 

 

図 2-2 整備手法別普及率（令和 3年度末） 
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表2-2 汚水処理人口及び普及率の推移 

年度 
行政区域 

内人口 

汚水処理人口 未処理人口 

公共下水道 集落排水 
合併処理 

浄化槽 
計 

下水道処理 

人口普及率 

汚水処理 

人口普及率 
未整備 

平成28年度 192,692 人 124,518 人 10,311 人 45,537 人 180,366 人 64.6％ 93.6％ 12,326 人 

平成29年度 191,776 人 125,531 人 10,046 人 46,100 人 181,677 人 65.5％ 94.7％ 10,099 人 

平成30年度 191,129 人 126,881 人 9,854人 44,691 人 181,426 人 66.4％ 94.9％ 9,703 人 

令和元年度 190,368 人 127,234 人 9,728 人 43,602 人 180,564 人 66.8％ 94.8％ 9,804 人 

令和2年度 189,600 人 127,851 人 9,162 人 42,822 人 179,835 人 67.4％ 94.8％ 9,765 人 

令和3年度 188,436 人 128,281 人 8,948 人 41,502 人 178,731 人 68.1％ 94.8％ 9,705 人 

下水道処理人口普及率：行政区域内人口のうち、公共下水道を利用できる人口割合 

未整備人口：単独処理浄化槽、し尿汲み取りなどの処理人口 

 

 

 

 
 

 

図2-3 汚水処理人口及び普及率の推移 
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2.3 公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業 

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は、地域住民の最も基本的で身近な生活環

境を改善するとともに、河川等の公共用水域の水質を保全する目的のため、事業に着手して以

来着実に普及拡大を図っています。 

公共下水道及び特定環境保全公共下水道における整備状況は、表 2-3-1 のとおりですべての

処理区で供用を開始しています。 

また、下水道整備進捗率については、表 2-3-2のとおりです。令和 8年度末の本市の目標値、

94.2％に向けて順調に整備を進めています。 

表2-3-1 公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備状況（令和3年度末） 

処理区 
計画区域 

面積 

処理開始 

区域面積 

処理区域内

人口 
水洗化人口 水洗化率 

整備状況 

及び供用開始 

山口処理区 

(公共) 
2,752ha 2,427.6ha 92,030 人 89,245 人 97.0％ 

整備中 

(S56 供用開始) 

小郡処理区 

(公共) 
933ha 772.8ha 25,633 人 25,307 人 98.7％ 

整備完了 

(S42 供用開始) 

秋穂処理区 

(公共) 
111ha 88.2ha  1,931 人 1,655 人 85.7％ 

整備完了 

(H17 供用開始) 

川西処理区 

(特環) 
242ha 94.6ha  2,778 人 2,211 人 79.6％ 

整備中 

(H21 供用開始) 

阿知須処理区 

(公共) 
352ha 202.0ha  5,909 人 5,736 人 97.1％ 

整備完了 

(H7 供用開始) 

公共下水道 

合計 
4,390ha 3,585.2ha 128,281 人 124,154 人 96.8％  

処理区域内人口（下水道処理区域内人口）：下水道に接続可能な区域の人口 

水洗化率：下水道に接続できる区域内で、下水道に接続している人口の割合 

 

表2-3-2 下水道整備進捗率 

 
  

年度
下水道全体計画
区域内人口

下水道処理
区域内人口

下水道整備
進捗率

令和2年度 145,231人 127,851人 88.0%

令和3年度 145,051人 128,281人 88.4%

下水道整備進捗率 ＝ 下水道処理区域内人口／下水道全体計画区域内人口
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2.4 農業集落排水事業・漁業集落環境整備事業 

農業集落排水事業及び漁業集落環境整備事業は、小規模で散在する農業、漁業集落に配慮し

た汚水処理システムでの整備を行い、トイレの水洗化による快適な生活環境を提供するととも

に、農業、漁業集落における生活環境の向上と海や川の水質保全を図るものです。 

本市では、表 2-4のとおり、10 地区の整備が完了しています。 

表2-4 農業・漁業集落排水施設の整備状況（令和3年度末） 

地区 

（農集・漁集） 

処理区域内 

人口 

水洗化人

口 
水洗化率 

整備状況 

及び供用開始 

仁保下郷地区 

（農集） 
996 人 986 人 99.0％ 

整備完了 

(H8 供用開始) 

仁保中郷地区 

（農集） 
1,427 人 1,379 人 96.6％ 

整備完了 

(H12 供用開始) 

名田島地区 

（農集） 
1,325 人 1,272 人 96.0％ 

整備完了 

(H10 供用開始) 

二島東地区 

（農集） 
254 人 246 人 96.9％ 

整備完了 

(H16 供用開始) 

宮之旦地区 

（農集） 
103 人 89 人 86.4％ 

整備完了 

(H16 供用開始) 

川西地区 

（農集） 
2,635 人 2,389 人 90.7％ 

整備完了 

(H20 供用開始) 

秋穂西地区 

（農集） 
753 人 752 人 99.9％ 

整備完了 

(H4 供用開始) 

大海地区 

（農集） 
767 人 720 人 93.9％ 

整備完了 

(H8 供用開始) 

島地地区 

（農集） 
334 人 323 人 96.7％ 

整備完了 

(H6 供用開始) 

長浜地区 

（漁集） 
354 人 314 人 88.7％ 

整備完了 

(H17 供用開始) 

合 計 8,948 人 8,470 人 94.7％  
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2.5 合併処理浄化槽設置整備事業 

合併処理浄化槽設置整備事業は、公共下水道事業計画区域及び農業・漁業集落排水施設整備

区域以外の地域における生活排水を適正に処理し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全を

図るものです。 

本市では、一定の条件を満たす合併処理浄化槽の設置費用に対して、平成2年度から表2-5の

とおり、補助金を交付しており、し尿汲み取り便槽や単独処理浄化槽からの切り替え推進に努め

てまいりました。 

人口減少社会を迎え、地域の実状に応じた効率的かつ経済的な生活排水処理施設として、さ

らにその役割は重要となっています。 

表2-5 合併処理浄化槽設置補助金交付実績  

年 度 

人槽区分 

計 

5 人槽 7 人槽 10 人槽 

平成 2 年度～ 
平成 27 年度 

3,436 基 6,221 基 1,363 基 11,020 基 

平成28年度 115 基 48 基 7 基 170 基 

平成29年度 126 基 43 基 5 基 174 基 

平成30年度 96 基 33 基 2 基 131 基 

令和元年度 89 基 43 基 3 基 135 基 

令和2年度 91 基 24 基 4 基 119 基 

令和3年度 113 基 24 基 1 基 138 基 

累計 4,066 基 6,436 基 1,385 基 11,887 基 

※累計は、補助金交付開始の平成2(1990)年度から令和3(2021)年度まで 
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図2-4 集合処理の整備状況図 
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３.集合処理区域及び個別処理区域の設定 

3.1構想見直しの基本方針 

本構想は、国の策定マニュアル及び山口県の示す策定方針に基づき見直しを行います。 

 

  

国の策定マニュアル（抜粋） 

※国の策定マニュアル：3 省（国土交通省･農林水産省･環境省）合同で取りまとめた「持続的な汚水

処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」（H26.1 月） 

１）時間軸の観点を考慮した検討 

・時間軸の観点を盛り込み、中期での早期整備と共に、長期での持続的な汚水処理システム構

築を目指します。 

２）10 年程度での汚水処理の概成を基本とした検討（中期目標） 

・中期的なスパンとしては、汚水処理施設の未整備区域について、汚水処理施設の経済比較を

基本としつつ、10 年程度を目処に汚水処理の「概成」（地域のニーズ及び周辺環境への影響を踏

まえ、各種汚水処理施設の整備が概ね完了すること）を目指した弾力的な手法を検討します。 

３）改築更新や運営管理の観点を含めた検討（長期目標） 

・長期的なスパン（20 年程度）では、新規整備のみならず、整備済み汚水処理施設の改築更新

や運営管理を含めた検討を行います。 

４）総合的な評価における整備手法・運営管理の検討 

・整備手法・運営管理については、住民の意見を踏まえ、水環境の保全、地域特性も総合的に勘

案した上で、各地域における優先順位を十分検討したうえで選定します。 

 

山口県の示す策定方針（抜粋） 

※山口県の示す策定方針：山口県汚水処理施設整備構想策定市町作業マニュアル（案）R3 年度 

１）本構想は、市町と県が連携して改訂します。 

２）構想の対象地域は県下全 19 市町を対象とします。 

３）構想の現況年は令和 2 年度末とし、短期目標年度は令和 8 年度、中期目標年度は令和 12 年度、

長期目標年度は令和 27 年度とします。 

４）市町の作業にあたっては、「H28 年構想」及び各市町における既定計画等を積極的に活用しま

す。 

５）短期目標は、下水道整備進捗率 95％以上と設定します。 
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3.2構想の策定方法 

本構想は、図3-1に掲げる項目の調査検討作業を行うことにより策定します。 

また、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落環境整

備事業の各事業を「集合処理」、合併処理浄化槽設置整備事業を「個別処理」と呼ぶこととし

ます。 

 

図 3-1 汚水処理施設整備構想策定フロー 

 

3.3 集合処理区域及び個別処理区域の設定 

一般的に、市街地では下水道、農村部や漁村部で家屋が密集する集落は農業集落排水施設ま

たは漁業集落排水施設、家屋のまばらな区域は合併処理浄化槽による整備が採用されています。

（P.12 図3-2） 

集合処理と個別処理を総合的にコスト比較（建設費＋維持管理費）した場合の概念図を図3-2

（P.12）に示します。図に示すように、処理施設の建設や維持管理に必要な費用は、地域特性

により異なり、適している処理施設が変わります。集合処理は、家屋が密集しているとコスト

が割安となり、個別処理より経済的となりますが、家屋が分散しているとコストが割高となり、

個別処理より不経済となります。（P.12 図3-3） 

  

① 基 礎 調 査 ・・・・・ 汚水処理施設整備の現状を整理します。

②
集合処理及び個別処理
区 域 の 設 定

・・・・・ 集合処理と個別処理区域を設定します。

③ 処 理 区 の 設 定 ・・・・・ 処理場ごとの集合処理区域を設定します。

④ 諸 条 件 の 設 定 ・・・・・ 人口、世帯数、建設費等の諸条件を設定します。

⑤ 整 備 手 法 の 選 定 ・・・・・

⑥ 汚水処理施設の整備方針 ・・・・・ 汚水処理施設の整備方針を示します。

汚水処理施設の整備手法選定の考え方について
整理します。
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図 3-2 集合処理と個別処理の概念図 

 

 

 

  

図 3-3 集合処理と個別処理のコスト比較の概念図 

 

  

（出典 国土交通省ＨＰ） 

（出典 国土交通省ＨＰ） 
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3.4 将来フレーム想定年次の設定 

本構想の将来フレーム想定年次は、「策定マニュアル」において、20年から30年の範囲で、

人口動向を踏まえて設定すると示されていることから、「市総合計画」の将来推計人口の算出年

度により、次のとおりとします。 

 

 
 

3.5 検討区域の設定 

今回の検討区域は、公共下水道全体計画区域外の市域を対象とします。（下図、薄黄色の範囲） 

令和 2（2020）年度末現在で、公共下水道事業や農業集落排水事業等の全体的な整備計画を策

定している区域については、集合処理区域とします。（下図、薄ピンク色の範囲） 

上記以外の区域について、地域特性を考慮しつつ、一定規模の集落を検討単位区域とし、検

討単位区域どうしの接続や上記で設定した集合処理区域へ接続する場合を考慮し、集合処理、個

別処理それぞれについて、将来にわたる経済性を比較検討することにより設定します。 

 

3.6 処理区の設定 

集合処理区域とした区域について、集合処理区域どうしを接続する場合や公共下水道等の整

備済み区域に集合処理区域を接続した場合の費用比較を行った上で、地域性や各種汚水処理施

設の特徴を考慮して最適な処理区の設定をします。 

集合処理区域及び処理区の設定手順については図3-4（P.15）のとおりです。 

  

本構想の将来フレーム想定年次は「令和 27年度（2045年度）」とします。 
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3.7 諸条件の設定 

① 将来フレーム想定年次とした令和 27（2045）年度の行政区域内人口は、「市総合計画」に

おける推計人口を下水道等の各種統計で用いる住民基本台帳人口に換算し推計します。 

 

 
 

② 将来の世帯数及び世帯人口は、地区別の過去の世帯数の推移を基本に、人口の将来的な

減少傾向を考慮し、トレンド予測により設定します。 

③ 経済性の比較は、「策定マニュアル」の費用関数に加え、より現実的な費用比較となるよ

う、表 3-1のとおり、本市の実績費用も採用します。 

④ 終末処理場の建設費及び維持管理費は、地域特性を考慮し、処理区ごとに「公共下水道」

又は「集落排水」のいずれかの基準を採用します。 

⑤ 合併処理浄化槽の設置費及び維持管理費は、5、7、10 人槽の平均を浄化槽の費用としま

す。 

表3-1 費用関数と実績費用の適用について 

実績費用の適用 費用関数の適用 

・集落排水（処理場）の建設費 

・公共下水道（処理場）の維持管理費 

・集落排水（処理場）の維持管理費 

・公共下水道（管渠）の建設費 

・集落排水（管渠）の建設費 

・合併処理浄化槽の建設費・維持管理費 

・公共下水道（処理場）の建設費 

・公共下水道（管渠）の維持管理費 

・集落排水（管渠）の維持管理費 

・処理場、管渠、マンホールポンプ、合併

浄化槽の耐用年数 

 

※ 公共下水道（処理場）の建設費は、設定した処理区に必要となることが想定される処理場と同規模の処理

場建設実績がないため、費用関数を採用します。 

3.8 汚水処理施設整備手法選定の考え方 

集合処理区域及び個別処理区域において、公共下水道や合併処理浄化槽等の汚水処理施設整

備手法のうち、以下の点を考慮し選定します。 

①土地利用状況（都市計画区域、用途地域、農業振興地域等） 

②汚水処理施設整備スケジュール 

③市の財政状況 

④将来的な人口動向 

  

令和 27年度（2045年度）：行政区域内人口 159,711 人 
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図3-4 集合処理区域及び処理区の設定手順 
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表3-2 経済性比較に用いる各種諸条件 
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3.9 経済性の比較検討 

本構想の見直しに当たっては、地域ごとに、人口、世帯数、既存の下水道施設との距離等を

踏まえ、集合処理、個別処理それぞれの建設費、維持管理費について、できるだけ本市の実績

費用を採用しながら、将来にわたる経済性を比較します。 

この経済性比較の検討イメージは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース3：C地域

比較検討した結果、個別処理が有利となった区域（パターン２）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

個別処理 集合処理（単独）

（万円/年）

合併処理

浄化槽

維持管理費

合併処理

浄化槽

建設費

判定
個別処理が

安価である

差額600万円/年
処理場・管渠

マンホールポンプ

維持管理費

処理場・管渠

マンホールポンプ

建設費

ケース2：B地域

比較検討した結果、個別処理が有利となった区域（パターン１）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

個別処理 集合処理（単独） 集合処理（接続）

（万円/年）

処理場・管渠

マンホールポンプ

建設費

合併処理

浄化槽

維持管理費

合併処理

浄化槽

建設費

判定
個別処理が

安価である

差額2,100万円/年

処理場・管渠

マンホールポンプ

維持管理費

管渠

マンホールポンプ

建設費

処理場増設費

処理場・管渠

マンホールポンプ

維持管理費

ケース1：A地域

比較検討した結果、集合処理が有利となった区域

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

個別処理 集合処理（単独） 集合処理（接続）

（万円/年）

管渠

マンホールポンプ

処理場
建設費

合併処理

浄化槽

維持管理費

合併処理

浄化槽

建設費
判定

集合処理

（接続）が

安価である

差額1,300万円/年
処理場・管渠

マンホールポンプ

維持管理費

管渠

マンホールポンプ

建設費

処理場増設費

処理場・管渠

マンホールポンプ

維持管理費

※ 集合処理（単独）とは、検討している処理区ごとに処理場を新設する場合を比較 

集合処理（接続）とは、隣接する既整備（公共下水道等）区域へ接続する場合を比較 

  個別処理とは、検討区域内の全ての家屋に合併処理浄化槽を新設する場合を比較 
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3.10 経済性比較の判定結果 

今回の検討対象区域において、国の策定マニュアルを基に経済性比較を行った結果、全て個

別処理が有利の判定になりました。既構想からの主な変更は次のとおりです。 

今回の検討結果 

 

  

大内御堀・下小鯖 集合処理 個別処理

大海東 集合処理 個別処理

陶・鋳銭司 個別処理 個別処理

個別処理 個別処理

集合処理検討区域

上記以外の個別処理区域

地　　区 既計画 今回計画
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４.今後の整備方針について 

 

4.1 今後の整備方針について 

本市の汚水処理施設整備については、集合処理区域については公共下水道、個別処理区域に

ついては合併処理浄化槽の２つの事業により市全体の汚水処理施設の完成を目指します。 

4.2 策定後５年間の取り組み 

(1) 集合処理区域（公共下水道） 

・公共下水道事業の事業計画区域内は、国の交付金を活用し、可能な限り早期の供用が図れ

るよう効率的、経済的な整備手法を検討し整備推進を図ります。 

・令和 4 年度末時点において事業実施中の区域については、事業の早期完成に向けて優先的

な整備を行います。 

・令和 5(2023)年度から令和 9(2027)年度までの 5 年間で整備を計画している地区は次のと

おりです。 

 山口処理区：大内地区（茅野神田、上矢田、大道、殿河内、長野の一部） 

朝田地区（和田、朝田の一部） 

 川西処理区：嘉川地区（免地、中市、上高根、原条東、原条西の一部） 

佐山地区（佐山西の一部） 

※上記処理区のうち、大内地区及び嘉川地区については、令和 5 年 3 月末に予定している事

業計画区域変更（拡大）の地域を含んでいます。 

・事業計画区域において、３年以内に整備が見込めない区域については、早期に水洗化を望

まれる市民の方に対し、合併処理浄化槽の設置助成を引き続き行います。※新築は除く 

・全体計画区域内において、事業計画を定めていない区域にお住まいの方に対しては、国の

制度を活用した合併処理浄化槽の設置助成及び単独処理浄化槽の撤去助成を行います。 

 (2) 個別処理区域（合併処理浄化槽） 

・個別処理区域においては、引き続き、合併処理浄化槽設置整備事業による整備を基本とし、

国の補助金を活用しながら、合併処理浄化槽による汚水処理の普及促進を図ります。 

・生活雑排水が未処理となる単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を

図るため、合併処理浄化槽の設置工事費に加え、宅内配管工事費及び単独処理浄化槽、汲み

取り便槽の撤去費を助成し、水環境の保全確保に努めます。 

 

  

以上の方針をもとに策定した本市の汚水処理施設の整備手法について、 

「山口市汚水処理施設整備構想図」として図 5-1(P.21)､図 5-2(P.22)に示します。 
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５.汚水処理施設整備構想の目標 

5.1 汚水処理施設の整備目標 

本市の整備目標 

汚水処理施設の整備目標は、山口県の構想策定の基本方針と整合を図り、本市の汚水処理

人口普及率及び下水道整備進捗率の目標を次のとおり設定します。 

 

参考：山口県構想（R4改定）の基本方針 

 

5.2 今後の取り組み 

(1) 人口減少社会に対応した汚水処理施設整備の計画（広域化・共同化） 

国が示している将来の人口動態によれば、地方においてより人口減少が加速する見込みと

なっています。本市においても、人口は減少傾向にあります。そのため、他事業との連携を

図り、処理区の再編、処理施設の統廃合等も含め、長期的な視野に立った効率的な汚水処理

施設整備の計画の検討が必要と考えています。 

(2) 改築更新や運営管理の観点を含めた計画 

整備済みの集合処理施設については、今後増大する老朽化対策について、下水道ストックマネジ

メント計画や集落排水の最適化・維持管理適正化計画等に基づき、計画的に施設管理を行い、将

来にわたり持続可能な下水道サービスを継続していきます。 

 

経過年 － 10年概成 10年後 25年後

目標値 － ％以上 ％以上 ％以上

汚水処理人口普及率 94.8 95.0 96.0 98.0

下水道整備進捗率 88.0 94.2 98.0 100.0

※山口県汚水処理施設整備構想策定市町作業マニュアル(案)(R3年度)における山口県の短期目標（R8末）は、

 県全体で下水道整備進捗率95％以上（山口市は94.2%以上）

本市の目標設定

現況年
（R2末）

短期目標
（R8末）

中期目標
（R12末）

アクションプラン

長期目標
（R27末）

項目

10年概成 10年後 25年後

％以上 ％以上 ％以上

目標値（率） （実績値） 95.0 95.0 100.0

※1：山口県全体の下水道整備進捗率（山口市は94.2%以上）

※2：山口県全体の汚水処理人口普及率で概ね95%以上

経過年 －

山口県の構想策定方針

項目
現況年

（R2末）
短期目標
（R8末）

中期目標
（R12末）

アクションプラン

長期目標
（R27末）

※1 ※2

(山口県構想策定作業マニュアル(案)R3年度を加工)
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図 5-2 山口市汚水処理施設整備構想図（拡大） 
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６．用語説明 

◆汚水処理施設 

汚水を集合処理又は個別処埋するための施設であって、下水道法に基づく施設（公共下水

道・特定環境保全公共下水道）の他、浄化槽法に基づく農業・漁業集落排水施設、合併処理浄

化槽施設を含む施設のことで、汚水処理施設の種類は下表のとおりです。 

≪汚水処理施設の種類≫  

 

◆事業計画、事業計画区域 

事業計画は、全体計画の中から、5～7 年程度の期間で整備をする予定の区域や施設を定めた

計画であり、この事業計画で定めた範囲を実際に整備しています。 

この事業計画で定めた区域を事業計画区域といいます。 

◆全体計画、全体計画区域 

全体計画は、下水道事業（公共下水道・特定環境保全公共下水道）において、事業が終了し

た区域も含め最終的にどこまで事業を行うかを示す計画のことをいい、処理場、ポンプ場や幹線

管渠の規模を定めることとなります。 

この全体計画で定めた区域を全体計画区域といいます。 

◆集合処理区域  

一般家庭、事業所、工場等から排出される汚水を管渠等により接続し、１箇所に集めて処理

を行うことが効率的と判断された集落・区域のことをいいます。 

◆個別処理区域  

一般家庭、事業所、工場等から排出される汚水を各排出先において、合併処理浄化槽等を設

置し、個別で処理を行うことが効率的と判断された集落・区域のことをいいます。 

公共下水道
主として市街地における下水を排除し、処理するために地方公共団体が
設置・管理する下水道です。

特定環境保全
公共下水道

市街地及びその周辺地域以外の農山漁村地域における下水を排除し、
処理するために地方公共団体が設置・管理する下水道です。
対象地区の計画排水人口は概ね1,000人以上、10,000人以下です。

農業振興地域内における、し尿・生活雑排水を処理する施設で、計画規
模は受益戸数が概ね20戸以上、処理人口が1,000人程度に相当する規
模以下です。

漁業集落における、し尿・生活雑排水を処理する施設で、計画規模は人
口が100人以上、5,000人以下です。

個別
処理

集合処理施設が整備されていない地域における、し尿・生活雑排水を処
理する施設で、個人が設置・管理する浄化槽です。

環境省合併処理浄化槽施設

国土
交通省

農林
水産省

集合
処理

公共下水道
（広義）

農業集落排水施設

漁業集落排水施設
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